
暖
房
器
具
の
取
り
扱
い
に
ご
注
意
を

消防
　

寒
い
季
節
を
迎
え
、ス
ト
ー
ブ
や
ヒ
ー

タ
ー
な
ど
を
使
用
す
る
機
会
が
多
く
な
り

ま
す
。
火
災
の
多
く
は
、暖
房
器
具
の
取

り
扱
い
や
管
理
の
不
注
意
が
原
因
で
す
。

正
し
く
安
全
に
取
り
扱
い
ま
し
ょ
う
。

▼
暖
房
器
具
を
取
り
扱
う
際
の
注
意
点

·
周
囲
を
整
理
整
頓
し
、可
燃
物
を
置

か
な
い

·
就
寝
時
や
外
出
時
、給
油
時
は
必
ず

消
火
す
る

·
破
裂
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
、暖
房
器

具
の
近
く
で
の
ス
プ
レ
ー
缶
の
使
用・

保
管
は
し
な
い

·
給
油
時
は
給
油
タ
ン
ク
の
蓋
が
確
実

に
閉
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

か
ら
セ
ッ
ト
す
る

▼
灯
油
の
保
管
方
法

·
直
射
日
光
を
避
け
、風
通
し
の
良
い

暗
所
で
保
管
す
る

·
キ
ャ
ッ
プ
の
内
側
に
正
し
く
パ
ッ
キ

ン
が
付
い
た
も
の
を
使
用
し
、密
栓

す
る

·
保
管
容
器
は「
試
験
確
認
済
証
」や
、

「
推
奨
」マ
ー
ク
が
付
い
た
専
用
容
器

を
使
用
す
る

問
(市)
消
防
本
部
予
防
課

☎
8
9
‐
0
1
7
1

年
末
火
災
特
別
警
戒
を
実
施

防災
　

消
防
署
で
は
、12
月
20
日
㈬
〜
31
日
㈰

に
年
末
火
災
特
別
警
戒
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
年
末
に
か
け
て
寒
さ
も
ま
す

ま
す
厳
し
く
な
る
中
、暖
房
器
具
な
ど
の

火
気
を
使
用
す
る
機
会
が
増
え
る
と
と
も

に
、空
気
が
乾
燥
し
、火
災
の
発
生
し
や

す
い
時
期
に
な
り
ま
す
。　
　
　
　
　

　
小
さ
な
火
種
で
も
一
気
に
燃
え
広
が
り

被
害
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
火
の
元
に
は

十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問
(市)
消
防
署
警
防
課

☎
8
9
‐
0
1
7
2

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
を
補
助

交通
安全

　
全
て
の
自
転
車
利
用
者
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
が
努
力
義
務
に
な
っ
た
こ
と
に
伴

い
、県
が
購
入
費
の
一
部
を
給
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
県
内
在
住
の
65
歳
以
上
、子

育
て
世
帯（
1
〜
18
歳
ま
で
の
子
ど
も

全
員
分
と
親
1
人
分
）、19
〜
29
歳
の

学
生

●
各
年
齢
は
令
和
6
年
3
月
31
日
を
基
準

▼
対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト
　
令
和
5
年
10
月
3

日
以
降
に
購
入
し
、安
全
基
準
を
満
た

し
た
も
の

▼
申
請
方
法
12
月
上
旬
開
設
予
定
の
申
込

フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
内
容
　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
1
個
に
つ

き
、上
限
4
，
0
0
0
円
分（
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
ポ
イ
ン
ト
や
プ
リ
ペ
イ

ド
カ
ー
ド
に
よ
る
還
元
を
予
定
）

▼
注
意
事
項

·
申
請
に
は
購
入
店
の
領

収
書
や
新
品
の
状
態
で
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
写
真
が
必
要
で
す
。

·
は
ば
た
ん
P
a
y
+
や
各
市
町
が
発

行
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
な

ど
を
利
用
し
て
の
購
入
、フ
リ
マ
サ

イ
ト
な
ど
で
の
購
入
は
対
象
外

問
（県）
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
応
援
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
‐
1
3
4
‐
0
7
6

年
末
の
交
通
事
故
防
止
運
動
を
実
施

交通
安全

　
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い
交
通
マ

ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
、交
通
事
故
防

止
の
徹
底
を
図
る
た
め
に
、交
通
事
故
防

止
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
間

12
月
1
日
㈮
〜
10
日
㈰

▼
運
動
重
点

·
子
ど
も
と
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る

歩
行
者
の
安
全
確
保

·
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防
止

お
よ
び
飲
酒
運
転
な
ど
の
根
絶

·
自
転
車
な
ど
へ
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用

と
交
通
ル
ー
ル
厳
守
の
徹
底

問
(市)
生
活
環
境
課
交
通
防
犯
係

　家屋の固定資産税は毎年1月1日時点に所有す
る建物に対して課税されます。令和5年中に家屋
を取り壊した方は年内に税務課資産税係に連絡し
てください。
　12月末までに取り壊したことが確認できない
場合、翌年度にも固定資産税が課税されます。
問 (市)税務課 資産税係

家屋を取り壊した場合は
年内に税務課へ連絡を

　新型コロナワクチン接種コールセンターは12
月28日㈭をもって終了します。以降に接種を希
望する方は、接種券に同封のチラシか市ホーム
ページに記載の市内協力医療機関に直接問い合わ
せてください。

問 (市)健康増進課 感染症対策担当
 ☎86ー0900

市の新型コロナワクチン接種コール
センターは12月28日で終了

　市内の公共交通（バス・鉄道など）の時刻を1冊
にまとめた時刻表（2023年11月版）を発行しまし
た。次の場所に配架していますので、お出かけの
際にぜひ活用してください。

▼配架場所　市役所2階交通政策課、各市立公民
館、三木南交流センター

問 (市)交通政策課

三木市公共交通総合時刻表
～おでかけガイド～を発行

▲インターネット
　版はこちら

　県の特定（産業別）最低賃金が12月1日㈮に改正
されました。最低賃金は、パートタイマー、アルバ
イトなど全ての労働者に適用されます。　
　産業別最低賃金の額はホームページで確認して
ください。

問 兵庫労働局労働基準部賃金室
☎078ー367ー9154

特定（産業別）最低賃金が改正され
ました

▲ ホームページ
　はこちら

▲ ホームページ
　はこちら

　スポーツ振興くじの助成金を活用してバスケッ
トゴールを更新し、12月1日㈮から利用を開始し
ました。

　スポーツ振興くじ
（WINNER・toto・
BIG）は、誰もが身近に
スポーツに親しめると
ともに新たなスポーツ
振興政策を実施するた

め、財政確保の手段として導入されたものです。
問 (市)都市政策課 公園緑地係

吉川総合公園のバスケットゴールを
更新

▲ ホームページ
　はこちら

十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

2

【推奨マーク】

【試験確認済証】

　市ホームページでお店や会社をPRしませんか。
掲載期間に応じて広告料は割安になります。
▼ 掲載料金　· 1カ月　10,000円～
　　　　　　· 6カ月　57,000円～
　　　　　　· 12カ月　108,000円～
問・申込  (市)秘書広報課 広報広聴係

市ホームページへのバナー広告を募集

▲ ホームページ
　はこちら

▲ 運動の詳細
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ
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